
墨 田 区（報道）            

                  令和７年12 月4 日 松浦 

～ 官民連携によるプラスチック循環経済（サーキュラーエコノミー）の推進へ ～ 

プラスチック再商品化計画の認定を取得しました 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
《写真》懇談会の様子（12/1 撮影） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
《再商品化実施者》 

会 社 名：エム・エム・プラスチック株式会社（富津プラスチック資源化工場） 
 所 在 地：千葉県富津市新富66 番１ 

創   立：2006 年4 月24 日 
代 表 者：代表取締役社長 森村 努 
 

《問合せ》資源環境部 環境政策課 ℡ 03-5608-6209 
※ お問合せは、午後５時までにお願いします。（広報広聴担当 ℡ 03-5608-6220） 

墨田区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

区はこのたび、エム・エム・プラスチック株式会社を再商品化実施者とし申請した「プラスチッ

クに係る資源循環の促進等に関する法律」（以下「プラスチック資源循環推進法」という。）第33 条

に基づく再商品化計画について、令和7 年10 月20 日付で経済産業省および環境省の両省（主務大

臣）より認定を受けました。この認定は、23 区内では３番目の認定となります。 

認可を受けた区の再商品化計画の最大の特徴（墨田区モデル）は、区が家庭から一括回収したプ

ラスチック資源を中間処理施設にて「プラスチック製容器包装」と「製品プラスチック」に選別す

ることで、高品質な原料作りと環境負荷の低減、効率的なリサイクルを実現する点にあります。特

に、「製品プラスチック」という単一素材で硬質な素材をそのまま活かすことで、より区民生活に還

元できる製品や産業界で開発・製造される高度なプラスチック製品の原料となり、これまで以上に

高品質なプラスチックリサイクルが可能となります。 

連携にあたり、12 月１日（月）に墨田区役所にて、エム・エム・プラスチック株式会社森村社

長と懇談会を行い、活発な意見交換が行われました。懇談会の中で、山本区長は、「本計画に基づ

くプラスチックリサイクルは、墨田区の資源循環の取組を大きく前進させると考えている。この官

民連携を通じて、区民の皆様と共に資源循環型社会の実現に向けた取組を加速させていきたい。」

と今後の展開に期待を寄せました。 

区は、今回の認定を契機として、「わかりやすい分別」を積極的に推進し、プラスチック資源の

更なる回収・リサイクルに取組みます。この官民連携による新しいリサイクル体制を通じて、循環

経済（サーキュラー・エコノミー）への移行を加速させていきます。                                 

※法制度及び計画内容の概要は別紙のとおり 



別紙 
 
１ 認定制度の概要と意義 

  2022 年4 月に施行された「プラスチック資源循環促進法」は、従来の容器包装リサイクル法が対象
としていたプラスチック製容器包装廃棄物（プラスチック製容器包装）と、その他のプラスチック使用
製品廃棄物（これまで主に燃えるごみとして処理されてきた製品プラスチック）の回収・再商品化を統
合する制度です。法第33 条に基づく「再商品化計画」の認定制度は、市区町村が分別収集したプラス
チック使用製品廃棄物の再商品化を効率的かつ効果的に実施するために設けられています。 

※2025 年10 月20 日付で墨田区と荒川区が同日認定を受けており、23 区内では両区を含めて通算3 
番目となります。 

 
２ エム・エム・プラスチック株式会社との連携 
  本計画において、エム・エム・プラスチック株式会社は、当区の分別収集物（プラスチック容器包装

廃棄物およびその他のプラスチック使用製品廃棄物）の再商品化を担う「再商品化実施者」としての役
割を果たします。 

認定再商品化計画に基づき、同社が再商品化に必要な行為（収集、運搬、処分/再生）を実施する場
合、廃棄物処理法に基づく業許可が不要となる特例措置が適用されます。これにより、民間事業者の持
つ処理能力と専門性を最大限に活用し、安定したリサイクルルートを確保します。再商品化実施者の選
定にあたっては、その技術力及び専門的能力が重視されました。 

 
３ 再商品化計画の概要 
（１）認定を受けた者     ：東京都墨田区 
（２）認定日         ：2025 年10 月20 日（月） 
（３）再商品化計画の期間   ：2026 年４月1 日（水）～2029 年３月31 日（水） 
（４）再商品化計画の実施方法 ：材料リサイクル 
（５）処分を行う再商品化実施者：エム・エム・プラスチック株式会社 
（６）再商品化工程（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

すみにゃ～る 


